
○静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則

平成29年３月24日

規則第８号

静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則をここに公布する。

静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、静岡県障害を理由とする差別の解消の推進に関する条例（平成29年静岡県条例第17号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（組織）

第２条 静岡県障害者差別解消支援協議会（以下「協議会」という。）は、委員20人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから知事が任命又は委嘱する。

(1) 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）第17条第１項に規定する関

係機関の職員

(2) 障害者、その家族その他の関係者が組織する団体を代表する者

(3) 障害者の福祉に関する事業に従事する者

(4) 学識経験者

（委員の任期）

第３条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

２ 委員は、再任されることができる。

（会長）

第４条 協議会に会長を置く。

２ 会長は、委員の互選によってこれを定める。

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

４ 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員が、その職務を代理する。

（会議）

第５条 協議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

２ 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

（庶務）

第６条 協議会の庶務は、健康福祉部において処理する。

（助言又はあっせんの申立て）

第７条 条例第13条第１項の規定による申立ては、様式第１号による助言（あっせん）申立書を知事に提出

して行うものとする。

（身分証明書）
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第８条 条例第14条第３項の証明書の様式は、様式第２号によるものとする。

（委任）

第９条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、平成29年４月１日から施行する。

附 則（令和元年７月１日規則第４号）

１ この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律（平成30年法律第33号）の施行の日（令和元年７

月１日）から施行する。

２ この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式により提出されている申請書等は、改正後のそ

れぞれの規則の相当する様式により提出された申請書等とみなす。

３ この規則の施行の際現に改正前のそれぞれの規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整

して使用することができる。
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様式第１号（第７条関係）（用紙 日本産業規格A４縦型）

（一部改正〔令和元年規則４号〕）

様式第２号（第８条関係）（用紙 縦８センチメートル、横12センチメートル）


